
θ   売
告例

いよいよ確定申告シーズンです。
申告期間は2月 15日 ～3月 15日 。 (消費税は4月 1日 )

もう作業にとりかかつていますか? しかし、この確定申告は

繰 り返しやって覚えたつもりになっても、 1年経つと忘れて

しまうものです。なかには、今まで遭遇したことのない疑間に
ぶつかる人もいるかもしれません。そんなとき、相談できる

相手がいれば、どれだけ心強いことでしょうか。

長生村商工会では、千葉県税理士会茂原支部と連携のもと

下記のとおり相談会を開催いたしますので、お気軽にご相談
ください。

1.と き 【第一回】 令禾口6年3月 6日 (水 )

【第二回】 令和6年3月 11日 (月 )

※ 両日とも、13:30～ 16:30

2。 場 所 長生村コミュニティセンター

2階図書室

3。 講 師

税理士 保泉 広道 氏【3月 6日 (水 )】

税理士 浅丼 正隆 氏【3月 11日 (木 )】

☆ 相談を希望される方は、長生村商工会へ電話で
①希望日、②希望時間をご連絡<ださい。(予約制です)

長 生 村 商 工 会
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